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１．１７あしやフェニックス基金による防災活動等助成要綱 

平成１７年４月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は、１．１７あしやフェニックス基金条例（平成１６年芦屋市条例

第２９号）に基づき、市内のグループ等が行う防災活動等に対し、助成金を交付す

ることにより、阪神・淡路大震災と復興過程で得た尊い経験と教訓を継承し、市民

の自然災害への共助意識の高揚を図ることを目的とする。 

（平２６．６．２７・一部改正） 

（助成の対象） 

第２条 助成の対象となるグループは、構成員が３人以上である次のいずれかに掲げ

るグループとする。 

(1) 構成員の過半数が市民であるグループ 

(2) 市内に活動拠点を有するグループ 

(3) 構成員の３分の２以上が、兵庫県、大阪府、京都府、和歌山県、奈良県及び滋

賀県のいずれかに所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大

学、高等専門学校及び専門学校の学生であり、活動拠点とする学校又は専門学校

において当該活動を証明されるグループ 

２ 助成の対象となる活動は、前条の目的の達成に資するものであって、かつ次のい

ずれかに掲げるもの（自然災害に関するものに限る。）とする。 

(1) 被災地において被災者の自立支援並びに被災地域の復旧及び復興を支援する

活動 

(2) 防災意識の高揚及び自主防災組織の構築に関する活動 

(3) 防災及び復興に関するボランティアの育成 

(4) 阪神・淡路大震災の教訓を語り継ぐ活動 

(5) 阪神・淡路大震災に係る災害及び復興に関する資料の展示 

(6) 阪神・淡路大震災に係る慰霊及び追悼に関する事業 

(7) 阪神・淡路大震災に関する資料の活用を図る活動 

(8) 災害への備えの点検・見直しの推進を図る活動 

(9) 前各号に掲げるもののほか前条の目的に添う活動 
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３ 前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに掲げる場合は助成しない。 

(1) 芦屋市ボランティア活動助成要綱（平成元年芦屋市要綱）による助成又は他の

類似の公的助成を受ける場合 

(2) グループの構成員全員が芦屋市職員である場合 

(3) 政治活動及び宗教活動を目的とする場合 

（平１９．４．１・平２６．６．２７・平３０．１０．１５・令４．４．１・

一部改正） 

（助成額） 

第３条 助成の総額は、予算の範囲内とする。 

２ 助成の額は、別表のとおりとする。 

（申請） 

第４条 助成を受けようとする者は、助成の対象となる活動を行う前に、次に掲げる

すべての書類を市長に提出しなければならない。 

(1) １．１７あしやフェニックス基金助成金交付申請書（様式第１号） 

(2) 団体概要書・活動計画書（様式第２号） 

(3) 経費内訳書（様式第３号） 

(4) 団体等の規約、会則等 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（平２６．６．２７・令４．４．１・一部改正） 

（アドバイザー） 

第５条 助成の適否について市長に意見を述べるため、１．１７あしやフェニックス

基金助成金審査アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）を置く。 

（平２６．６．２７・追加） 

（決定及び交付） 

第６条 市長は、第４条の規定による申請があったときは、アドバイザーの意見を聴

いた上で助成の可否を決定し、１．１７あしやフェニックス基金助成金交付決定通

知書（様式第４号）により申請者に通知し、助成金を交付する。 

２ 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。 

（平２６．６．２７・旧第５条繰下・一部改正、令４．４．１・一部改正） 
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（変更申請及び承認） 

第７条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る申請

内容に変更が生じるときは、１．１７あしやフェニックス基金助成金変更交付申請

書（様式第５号）に当該変更に係る関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、補助対象事業の変更の目的及び

当該申請に係る書類の内容を審査した上で助成の可否を決定し、１．１７あしやフ

ェニックス基金助成金変更決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するもの

とする。 

（令４．４．１・追加） 

（報告） 

第８条 助成を受けた者は、活動を終えた後、１．１７あしやフェニックス基金助成

金事業実績報告書・助成金請求書（様式第７号）を提出し、その活動内容を市長に

報告しなければならない。 

（平２６．６．２７・旧第６条繰下・一部改正、令４．４．１・旧第７条繰

下・一部改正） 

（助成金の返還） 

第９条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付

した助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 助成を受けた活動の全部又は一部を中止したとき。 

(2) 助成金を使途目的以外に使用したとき。 

(3) 第６条第２項の規定による助成の条件に反したとき。 

(4) 偽りその他不正の行為により、助成を受けたとき。 

（平２６．６．２７・旧第７条繰下・一部改正、令４．４．１・旧第８条繰

下） 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平２６．６．２７・旧第８条繰下、令４．４．１・旧第９条繰下） 

附 則 
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（施行期日等） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

（平２３．３．１３・旧附則・一部改正、平２５．４．１・旧第１項・一部

改正、平２６．６．２７・旧附則・一部改正） 

２ 第２条第３項第１号の規定にかかわらず、平成２７年３月３１日までに実施され

る事業であって、芦屋市阪神・淡路大震災２０周年事業として認められるものにつ

いては、助成の対象とする。 

（平２６．６．２７・追加） 

３ 第２条第３項第１号の規定にかかわらず、令和７年３月３１日までに実施される

事業であって、芦屋市阪神・淡路大震災３０年事業として認められるものについて

は、助成の対象とする。 

附 則 

この要綱は、平成１９年１月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年１月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年３月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

（平１９．４．１・全改、平２１．１．１７・平２５．４．１・平３０．１

０．１５・令３．４．１・一部改正） 

助成の対象 助成基準 助成額 

被災地において被災者の

自立支援並びに被災地域

の復旧及び復興を支援す

る活動を行う場合（第２条

第２項第１号） 

提出された事業計画等

の内容が、被災者の自立

支援並びに被災地域の

復旧及び復興の支援に

つながると判断できる

とともに、活動の実施や

振り返りにおいて、阪

神・淡路大震災の経験・

教訓の継承が図られる

と判断できる場合 

活動費の２分の１を助成 

ただし、第２条第２項第１号

の活動について単年度で２０

万円を限度とし、次の各号に

定める場合には、当該各号に

定める額を１回当たりの助成

上限額とする。 

(1) 活動人数が４人以下かつ

活動日数が３日以下の場合

１回あたり１０万円 

(2) 活動人数が５人以上６人

以下かつ活動日数が３日以

下の場合 

１回あたり１５万円 

防災意識の高揚及び自主

防災組織の構築に関する

活動（第２条第２項第２

号） 

提出された事業計画等

の内容が地域の防災力

の強化につながると判

断できる場合 

活動費の２分の１を助成 

ただし、単年度で２０万円を

限度とする。 

防災及び復興に関するボ

ランティアの育成（第２条

第２項第３号） 

提出された事業計画等

の内容が防災、被災者の

生活及び自立を支援す

るボランティアの育成

につながると判断でき

る場合 



6/6 

阪神・淡路大震災の教訓を

語り継ぐ活動（第２条第２

項第４号） 

１０人以上の参加者を

対象に開催する場合 

阪神・淡路大震災に係る災

害及び復興に関する資料

の展示（第２条第２項第５

号） 

３０人以上の参加者が

見込まれる場合 

阪神・淡路大震災に係る慰

霊及び追悼に関する事業

（第２条第２項第６号） 

５０人以上の参列者が

見込まれる場合。ただ

し、学校園又は保育所に

おいて行う場合を除く。

阪神・淡路大震災に関する

資料の活用を図る活動（第

２条第２項第７号） 

災害対応力の強化につ

ながると判断できる取

組であるとともに、市民

又は市内のコミュニテ

ィ等において資料が広

く活用されると判断で

きる場合 

災害への備えの点検・見直

しの推進を図る活動（第２

条第２項第８号） 

阪神・淡路大震災の経

験・教訓と、現状及び今

後想定される課題を踏

まえた、災害への備えの

点検・見直しの推進につ

ながると判断できる場

合 

その他フェニックス基金

の目的に添う活動（第２条

第２項第９号） 

上記の他基金の設置目

的に該当する活動 


